
(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長

委　員

委　員

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 59 件

　　・審議件数 13 件

　　うち、契約金額が500万円以上の案件 13 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 3 件

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えるもの

0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 70 件

　　・審議件数 7 件

1 件

2 件

0 件

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

公共調達監視委員会活動状況報告書

北海道労働局

　　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

平成２９年１１月２８日（火）

　　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

（　第　１　回　）

所見なし

平成２９年１月１日～平成２９年８月３１日契約締結分

松本　康一郎　北星学園大学教授

舟橋　健市　　公認会計士

藏田　隆始　　税理士

・契約金額５００万円以上のもの
・新規案件で競争性のない随意契約
・企画競争又は公募したが、参加者（応募者）が一者しかないもの
・委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えるもの
・契約の相手方が独立行政法人となったもの
・公共工事において低入札価格調査となったもの
・上記以外のものうちから、抽出委員が抽出した　　５件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が2分の1を超えるもの

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの



















































第１回 公共調達監視委員会議事録（平成２９年１１月２８日）

１ 開会

２ 総務課長挨拶

挨拶及び公共調達監視委員会の概要説明

３ 委員長等選出

(1) 松本委員を委員長に選出した。

(2) 抽出委員は藏田委員を指名した。

４ 事案の説明

(1) 石川総務課長補佐から、第１回及び第２回公共調達審査会の審議結果について報

告を行った。

(2) 瀬口会計第３係長及び中山会計第４係長から、「公共調達審査会審議対象一覧及び

審議結果」に基づき、公共調達審査会の対象案件について説明した。

５ 審議内容

(1) 平成２９年１月１日～平成２９年８月３１日までの契約案件のうち、公共調達審

査会での審議案件の中から２０件を抽出し、審議した結果「適切」として了承を得

た。

(2) 質疑

ア 第１回公共調達審査会の対象案件

（ア） 物品役務・競争入札及び随意契約：整理番号３－１４、４－２

（委員）４－２の安定部の電話機等購入については、配線は既存の配線をその

まま使用できるということですか。

（回答）はい。

（委員）それでは、３－１４のハローワークプラザの電話機等交換と同時期で

あるため併せて入札をすると、もうすこし安価となるのではないでしょ

うか。

（回答）４－２の安定部の電話機交換については、配線の関係から１者しか対

応ができなく、３－１４については複数の業者が対応できるため、分け

て契約しています。

４－２はバス配線方式を採用しており、現在は１者しか対応できない

のですが、これをどこの業者でもできるようにするためには、スター配

線方式に変更する必要があります。しかし、スター配線に変更するため

には新たな費用がかかることと、アスベストを含有した壁に配線を通す

必要が生じるなどの弊害があることから、既存配線を使用することとし

たものです。



イ 第２回公共調達審査会の対象案件

（ア） 物品役務・競争入札：整理番号３－３０

（委員）落札率１００％となった理由について、もう一度説明願いたい。

（回答）複写機の機種及び台数が前年度と変更なく、前年度の落札単価を利用

して予定価格を設定したところ、落札業者も同じ単価で応札してきたた

めです。

（委員）落札できなかった業者は、落札した単価を知ることはできるのですか。

（回答）入札終了後、契約金額をホームページに掲載しますので、知ることが

できます。

（イ） 物品役務・競争入札：整理番号３－３３

（委員）落札金額３１００万円であるが、８３００万円で入札に参加している

業者もおり、金額にばらつきがあるがその理由は何でしょうか。

（回答）決まった金額というものがなく、ほとんどが人件費であることから、

その業者の企業努力であると思われます。

（ウ） 物品役務・随意契約：整理番号４－１５

（委員）今年度値上げになっているが、市場価格よりは低価となっているとい

うことですね。

（回答）若干ですが、市場価格よりは低価となっています。

（エ） 物品役務・随意契約：整理番号４－２７

（委員）入札時の仕様書交付名簿に落札業者以外の業者３者の名前があります

が、これらの業者に声かけはしなかったのですか。

（回答）仕様書を交付した３者と昨年契約していた業者に見積書の提出を依頼

したのですが、仕様書交付の３者からは見積書の提出を断られています。

なお、昨年契約した業者は、今年度格付けランクが上がったため、入札

に参加できなくなったものです。

（オ） 物品役務・随意契約：整理番号４－５３、４－７３

（委員）委託契約であることから、精算払いとなるのでしょうか。

（回答）概算払いをしています。委託契約は基本は事業が終わってからの精算

払いなのですが、事業を行うのに苦しいというところもあるので、厚労

本省をとおして財務省に協議をして概算払いをしています。

（委員）事業を行うためには概算払いは良いと思います。精算払いであると、

借入れ等をしなければならなく、事業の停滞を懸念します。

６ 閉会


